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気象警報・積雪時の登校及び地震発生時における対応について 
 

 

１ 気象警報・積雪時の登校について 

（１） 午前７時の時点で、井原市に 

暴風警報・大雨警報・洪水警報・大雪警報・暴風雪警報 
のいずれかが発令されている場合は、臨時休業日とします。したがって、午前７時を

過ぎて警報が解除されても１日休校となります。 

    ※１ 「注意報」の場合は、通常どおり登校してください。 

    ※２ 局地的な豪雨・豪雪・路面凍結等で生徒に危険が予想される場合は、保護者の 

判断で自宅待機させ、その旨を学校にご連絡ください。 

    ※３ 土曜日、日曜日、祝日・休日、長期休業期間の部活動につきましても、上記と

同様の扱いとします。（午前７時の時点で警報が発令されている場合、部活動は

中止） 

 

（２）警報発令時の臨時休業日については、スクリレやメール等による連絡はありません。 

 

 

 ２ 地震発生時における対応 

（１）以下の状況の場合、臨時休業日とします。 

  ①前日の午後５時から当日の登校時刻までに井原市で震度５弱以上の地震が発生し

た場合。 

  ②学校及び地域の被害状況などにより生徒の安全確保が困難と学校が判断した場合。 

 

（２） 登校後に発生した地震への対応について 

  ①震度５弱以上の地震が発生した場合 

   生徒の安全確保を優先しながら、保護者への引き渡し、一斉下校、又は学校での待機を 

判断する。 

  ②震度４以下の地震が発生した場合 

生徒の安全確保を優先しながら、安全確認等を行い通常通り保育・授業を行う。ただし、

生徒の安全確保が困難と学校園が判断した場合は、保護者への引き渡し、一斉下校、又

は学校での待機の対応をとる。 

 

（２） 地震発生時における対応については、（１）①以外の場合については、スクリレやメー

ル等により連絡を行っていきます。ただし、被害状況によっては、配信ができないこと

も想定されます。その旨、ご理解ください。 


